
 

 

堺市統計調査員候補者登録要綱  
 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、本市が行う統計調査の調査員（以下「調査員」という。）の確保及

 び調査の正確かつ迅速を期するため、各種統計調査に従事する調査員の候補者の登録に

 ついて必要な事項を定めるものとする。  

 （候補者の登録）  

第２条  調査統計課長は、次に掲げる者のうち適任者を調査員の候補者として登録するも

のとする。  

 (1) 公募に応じた者  

 (2) 個人又は団体から推せんされた者  

 (3) 各種統計の調査員に従事し成績が良好な者  

 （本人の承諾）  

第３条  調査統計課長は、前条第１項第２号及び第３号の者を登録しようとするときは、

あらかじめ本人の承諾を得なければならない。  

 （登録期間）  

第４条  ６４歳以下の登録する調査員の候補者（以下「登録者」という。）の登録期間は

２年、６５歳以上の登録者の登録期間は１年とする。ただし、再登録を妨げない。  

 （登録の手続）  

第５条  調査統計課長は、堺市統計調査員候補者登録カード（別記様式）に登録者に関す

る必要事項を記録し、これを保管しなければならない。  

 （登録者の研修）  

第６条  調査統計課長は、必要と認めたときは、登録者を対象に統計研修会を開催するこ

とができる。  

 （登録者の取消し）  

第７条  調査統計課長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消

すものとする。  

 (1) 登録者から登録の取り消しの申し出があったとき。  

 (2) 登録者の転出、病気その他の理由により統計調査事務に従事できなくなったとき。

 (3) 調査員に選任することが不適当と認めるにいたったとき。  

 （登録者の優先選考）  

第８条  調査員は、本要綱による登録者中から選考するものとする。ただし、国勢調査、

 農業調査等を実施する場合における地域的事情その他の理由で適格者が得られない場合

 は、登録者以外の者を選考の対象とすることができる。  

 （統計調査の依頼）  

第９条  登録者（前条ただし書の規定により選考の対象となる者を含む。）に統計調査を

 依頼するときは、あらかじめ諸種の条件を考慮のうえ選考し、そのつど調査の概要を示

 し、本人の同意を得るものとする。  

 （委任）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、調査統計課長が定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、昭和４５年３月１日から施行する。  



 

  （美原町の編入に伴う経過措置）  

２  美原町の編入の日において、新たに登録された者に係る登録期間については、第４条

の規定にかかわらず、同日から平成１９年３月３１日までとする。  

３  前項に規定する者については、同項に規定する期間に限り、第７条第３号の規定は適

用しない。  

   附  則  

 この要綱は、昭和４５年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和４８年４月１８日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和４９年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和５１年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和５２年８月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、昭和６２年９月３０日から施行する。ただし、この要綱の施行の際、現に

改正前の要綱の規定により登録を受けている者については、改正後の第４条及び第７条の

規定は、平成２年９月３０日から適用する。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成６年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この要綱の施行の際、改正前の堺市統計調査員候補者登録要綱の様式に関する規定に

 基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市統計調

 査員候補者登録要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

   附  則  

 この要綱は、昭和１２年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１７年２月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１８年９月２５日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成１９年１２月１日から施行する。  



 

 附  則  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  


